
事業報告 
第４期 

自 2019 年４月 １日 

至 2020 年３月 31 日 

一般社団法人ＳＧＨふぁみりー共済会 

 

１ 事業活動の概況に関する事項 

 

 （ 1） 事業の経過及び成果 

   ＳＧＨふぁみりー共済会（以下「共済会」という。）では、ＳＧホールディング

スグループ（以下「ＳＧＨグループ」という。）の中期経営計画「Second Stage 2021」 

    にあわせて、2019年度から2021年度までの３か年の運営方針を「会員のニーズ・

ウォンツに応えるサービスメニューの追加・充実」と定めました。 

初年度となる2019年度は、「わかりやすさと利便性の向上」、「会員から真に喜ば

れるメニューの検討と導入」、「周知活動の徹底」の３つを重点施策として取組ん

でまいりました。 

       

   第４期の収支状況につきましては、経常収益は、共済会会費収入 1,168,895 千 

  円（前期比 6.2％増）、災害補償共済金収入 37,084 千円（同 6.6％増）、合わせて 

  経常収益合計 1,205,979 千円（同 6.2％増）となりました。 

   給付金につきましては、共済給付金 428,694 千円（同 18.4％増）、災害補償共

済金 49,862 千円（同９％減）、合わせて給付総額は 478,556 千円（同 14.8％増）

となり、当期純利益は 296,722 千円（同 13.8％減）となりました。 

 

   共済事業の状況につきましては、主に給付金の利用拡大をテーマに取組みまし 

  た。とりわけ全会員が給付対象となる「ＥＮＪＯＹ給付金」の給付条件を緩和し

たほか、「共済会ガイドブック」のリニューアルを実施するなど、わかりやすさと

利便性の向上に努めました。 

 安心の面においては、昨今多発している自転車事故における高額賠償事例など

に鑑みて、全会員を対象に「日常生活賠償責任保険」に加入しました。これによ

り、日常生活での予期せぬ賠償責任に対し、ご家族を含め幅広くサポートできる

ようになりました。 

2019 年７月からＬＩＮＥ公式アカウントからの情報配信を開始するとともに、

ＳＧＨグループ各社の協力のもと社内報を活用した広報活動を実施しました。 

    

   この結果、給付金の申請件数は 54,581 件（同 22.1％増）となりました。 
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   災害補償事業の状況につきましては、申請件数は 181 件（同 14.2％減）と災害

が多発した 2018 年度より減少しました。 

我が国における自然災害の発生件数は変動を伴いながらも増加傾向にあること

から、こうした豪雨や地震による激甚災害が発生した場合の確実な給付を担保す

るため、災害補償共済事業細則を改定し、一人当たりの積立金を従来の２倍に増

額しました。 

 

当該年度における運営状況の広報活動 

 

 ○広報活動 

・ＳＧＨグループファミリースポーツフェスティバル 2019 にて共済会ブースを 

出展（2019 年５月）   

・ＳＧＨグループ各社の人事所管部署への訪問による活動内容の周知及び情報収

集を実施（2019 年７月） 

・新制度として導入した日常生活賠償責任保険及び新団体契約保険の周知用動画

を制作し、ＳＧＨグループ各社に配布（2019 年 12 月～2020 年１月） 

・飛脚米プレゼントキャンペーンを実施（2019 年 10 月～11 月） 

・共済会の活動について、ＳＧＷＥＢニュース及びＳＧＨグループ各社の社内報

への掲載による周知活動を実施 

 (ＳＧＷＥＢニュース、ＨＩＫＹＡＫＵ、結など適時掲載） 

・ＳＧＨグループ外に向けて、日常生活賠償責任保険及び新団体契約保険につい 

 てのニュースリリースの配信（2019 年 10 月、2020 年３月） 

 

○福利厚生イベント 

・「アンバサダーホテルテーブルマナーレッスン」を開催（東京） 

 応募者 1,391 名に対し、当選者 120 名が参加（2019 年８月 24 日） 

・「ナゴヤドーム中日ドラゴンズ戦」を観戦（愛知） 

  応募者 248 名に対し、当選者 40 名が参加  （2019 年９月 14 日） 

 ・「ユニバーサル・パーティ～ザ・ショータイム～」を開催（大阪）                   

  応募者 1,775 名に対し、当選者 120 名が参加（2020 年１月 18 日） 

・「劇団四季アラジン鑑賞とフレンチのお食事会」を開催（東京） 

   応募者 1,489 名に対し、当選者 40 名が参加 （2020 年２月 13 日） 

 

○共済会ＯＢ＆ＯＧ会 

・交流会を２か所で開催（2019 年 10 月開催 大阪会場、東京会場） 

・会報誌「あおぞら便り」を発行（2019 年５月、８月、11 月、2020 年 1 月） 
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 ○事務局運営体制の高度化 

   2019 年 12 月、事務局員の所属を佐川アドバンス株式会社からＳＧホールディ 

  ングス株式会社に変更し、主たる事務所を同社東京事務所内に移転しました。Ｓ 

  ＧＨグループの視点で、会員がいきいきと働き、仕事を通じて成長することがで  

  きるよう生活基盤をサポートし、ＳＧＨグループの更なる発展に貢献してまいり 

  ます。 

 ＳＧホールディングス株式会社コンプライアンス統括部内部統制ユニットの支

援のもと、内部統制文書の整備を行いました。これにより、業務フロー及び業務

処理手順の明確化が図れ、業務の標準化・統制強化につながりました。これらを

もとに 2020 年度よりＳＧホールディングス株式会社内部監査部によるチェックを

受ける予定です。 

また、業務委託先であるＳＧエキスパート株式会社やＳＧシステム株式会社と

の間で月次定例会を実施し、業務上改善すべき課題や運営上の問題点等について

対策を協議のうえ、都度改善を行っております。 

 

  会員数の状況（単位：人） 

会員区分 対象者 2019 年 3 月末 2020 年 3 月末 人数増減 

Ａ会員 役員・正社員・準社員

及び定年年齢未満の嘱

託社員 

43,097 44,870 1,773 

Ｂ会員 定年年齢未満の契約社

員・臨時社員・パート

ナー社員等 

15,285 17,098 1,813 

Ｓ会員 定年年齢以上の嘱託社

員 
703 808 105 

Ｐ会員 
2011 年度以降にＳＧＨ

グループ法人を定年退

職又は定年年齢を超え

て嘱託社員契約を終了

した方 

64 63 △1 

合計 59,149 62,839 3,690 
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  共済事業の状況（単位：件） 

給付メニュー 

第３期 

自  2018年４ 月 １日

至  2019年３ 月 31日  

第４期（当期）

自  2019 年 ４ 月  １ 日  

至  2020 年 ３ 月 31 日  

前期比 

慶

弔

見

舞

金

等 

結婚祝金（本人・子） 1,283 1,601 124.8% 

出産祝金 1,622 1,813 111.8% 

弔慰金（本人・配偶者・

親・子） 
1,112 1,191 107.1% 

傷病見舞金 424 457 107.8% 

小計 4,441 5,062 114.0% 

共

済

会

オ

リ

ジ

ナ

ル

給

付  

入学祝金 1,593 1,419 89.1% 

ＥＮＪＯＹ給付金 36,857 46,235 125.4% 

スポーツ大会給付金 669 562 84.0% 

資格取得祝金 915 1,057 115.5% 

ベビーシッター  

利用給付金 
43 64 148.8% 

ホームヘルパー  

利用給付金 
24 32 133.3% 

不妊治療給付金 147 138 93.9% 

介護休業共済給付金 6 12 200.0% 

小計  40,254 49,519 123.0% 

合計  44,695 54,581 122.1% 

 

 災害補償事業の状況（単位：件）  

給付メニュー 

第３期 

自 2018 年４ 月  １ 日  

至 2019 年３ 月 31 日  

第４期（当期） 

自 2019 年４ 月  １ 日  

至 2020 年３ 月 31 日  

前期比 

火災共済金 5 7 140.0% 

災害共済金 191 174 91.1% 

地震共済金 15 0 0.0% 

合計 211 181 85.8% 
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 （ 2） 設備投資の状況 

   当事業年度において実施いたしました当法人の設備投資はありません。 

   

① 当事業年度中に完成した主要設備 

   該当事項はありません。 

 

② 当事業年度中に継続中の主要設備の新設、拡充 

   該当事項はありません。 

 

③ 当事業年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失（単位：千円） 

セグメントの名称 設備内容 売却額 状況 

稼働間仕切り 建物付属設備 450 売却 

電源工事一式 建物付属設備 205 売却 

ブラインド 器具・備品 261 売却 

合計 916  

（注）上記３つの固定資産につきましては、資産・備品譲渡に関する契約を締結し、2019 年  

   11 月 30 日、佐川アドバンス株式会社に売却いたしました。  

 

 （ 3） 資金調達の状況 

   該当事項はありません。 

 

 （ 4） 財産及び損益の状況（単位：千円） 

区分 

第３期 

自 2018 年４月  １日  

至 2019 年３月 31 日  

第４期（当期） 

自 2019 年４月  １日  

至 2020 年３月 31 日  

経常収益   1,135,123 1,205,979 

経常利益  344,390 296,958 

当期純利益 344,314 296,722 

総資産    1,643,032 2,124,367 
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 （ 5） 対処すべき課題と来期の取組み 

   当法人は、全ての会員とそのご家族が安心していきいきと生活が送れるように 

    サービスやメニューの改善に注力いたします。また、既存のサービスやメニュー 

    の更なる利用促進を図るために、会員にとって有益となる福利厚生制度を構築し 

  ます。 

  

①  会員目線に立った広報活動の実施 

 共済会会員専用サイト「ふぁみりんく」は、2013 年にＳＧホールディングス 

株式会社が制作したサイトをベースに情報を掲載しており、経年により様々な 

課題が表出しております。それらの課題を解決するため、サイト改修の検討を 

実施し、サイトの「見やすさ、わかりやすさ」の実現を目指してまいります。 

   

②  会員からさらに喜ばれるメニューへの進化 

生活補償の面において、2019 年度は「日常生活賠償責任保険」への加入を開

始しましたが、これに加え、2020 年４月１日からは「共済会おすすめ団体保険」

を導入します。共済会が主契約となる傷害死亡保険に加入することで、会員は

10種類のオプション保険に安価（割引率 44％）で任意加入することができます。 

 また、多様化する会員のニ ーズに的確に対応すべく、資格取得祝金について

制度の見直しを検討し更なる制度の拡充を図ります。 

     

③  多様なアプローチによる周知活動 

会員やご家族にも共済会が提供するサービスを周知するため、2020 年度の共

済会ガイドブックは会員の自宅に送付しました。また、会員に対するアンケー

トを通じて、共済会の運営並びに提供するサービスについてのご意見や新たな

サービスの導入に関する要望を収集し、引続き改善に取組んでまいります。 

 

④安定した運営体制の構築 

事務局員全員が新たに整備した内部統制文書に則った業務を遂行すると共に、 

   細則等の整備状況を絶えず評価し、継続的に見直しを行います。 

また、新型コロナウィルス対策について、政府からの要請やＳＧＨグループ

の対応方針に則り、会員の利便性を考慮した特別対応を行います。 

今後も、社会の動向やＳＧＨグループの方向性に鑑み、環境の変化に迅速に

対応できる組織運営に努めてまいります。 
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 （ 6） 主要な事業内容（2020 年３月 31 日現在） 

事業内容 サービス内容 

共済事業 慶弔見舞金等の会員に対する給付業務 

災害補償事業 災害発生により被災した会員に対する給付業務 

 

 

 （ 7） 主要な事務所（2020 年３月 31 日現在） 

主たる事業所の所在地 東京都江東区新砂２丁目２－８ 

 

 （ 8） 従業員の状況（2020 年３月 31 日現在） 

従業員数（名） 前期比（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 

５ △１ 42.2 14.8 

  （注）１ .従業員数は就業員数であります。  

          ２ .上記平均勤続年数は、ＳＧＨグループ内での勤続年数を通算しております。  

          ３ .共済金給付サービスに関する受付、データ管理及び経理事務等については、ＳＧエ 

       キスパート株式会社に業務委託しております。  

 

 （ 9） 主要な借入先の状況 （2020 年３月 31 日現在） 

    該当事項はありません。 

 

 （ 10）その他当法人の現況に関する重要な事項 （2020 年３月 31 日現在） 

    該当事項はありません。 
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２ 役員に関する事項 

 

 （1） 理事及び監事の状況（2020 年３月 31 日現在） 

役員 氏名 重要な兼職の状況 

代 表 理 事  松 本 秀 一 

ＳＧホールディングス株式会社  取締役  

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部  代表取締役社長  

佐川林業株式会社  代表取締役社長  

業 務 執 行 理 事  阿 比 野 隆 義   

理 事  中 島 俊 一 ＳＧホールディングス株式会社  取締役  

理 事  山 本 竜 彦  

理 事  山 内 睦 人  

理 事  吉 原 通 之  

理 事  山 田  誠   

理 事  鈴 木 規 益  

監 事  新 本 朋 斉  

監 事  高 橋  聡   

  

 

（注 ) 

 

１ .理事中村眞吾氏は、 2019 年６月 19 日付で辞任いたしました。  

２ .理事陣内昇氏は、 2019 年６月 19 日付で辞任いたしました。  

３ .監事鈴木智史氏は、 2019 年６月 19 日付で辞任いたしました。  

４ .理事鈴木規益氏は、 2019 年６月 19 日開催の第３回定時社員総会において理事に  

選任され、 2019 年６月 20 日付で就任いたしました。  

５ .理事山田誠氏は、 2019 年６月 19 日開催の第３回定時社員総会において理事に選  

任され、 2019 年６月 20 日付で就任いたしました。  

６ .監事高橋聡氏は、 2019 年６月 19 日開催の第３回定時社員総会において監事に選

任され、 2019 年６月 20 日付で就任いたしました。  

７ .理事幡谷剛氏は、 2019 年７月 25 日付で退任いたしました。  

８ .理事日置雅彦氏は、 2019 年８月 31 日付で辞任いたしました。  

９ .理事山内睦人氏は、 2019 年９月 12 日開催の臨時社員総会において理事に選任さ  

れ、同日付で就任いたしました。  

10.理事阿比野隆義氏は、 2019 年 11 月 22 日開催の臨時社員総会において理事に選  

任され、同日付で就任いたしました。  

11.理事阿比野隆義氏は、 2019 年 12 月 25 日開催の臨時理事会において業務執行理  

事に選任され、 2020 年１月１日付で就任いたしました。  
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 （ 2） 責任限定契約に関する事項 

     当法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 

        111 条第１項の賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、理  

        事（業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限ります。）又は監事との 

        間で、1,000 万円又は法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限  

        度として、責任限定契約を締結しております。 

 

 （ 3） 理事及び監事の報酬等の総額 

     該当事項はありません。 

 

 （ 4） 共済会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※当法人では、社員をＳＧＨグループ 15 社と定め法人会員とし、毎事業年度の終了後３か月    

     以内に社員総会を開催し運営します。  

 

 ※ＳＧＨグループ 15 社（2020 年３月 31 日現在） 

  ※ 2019 年４月１日付で佐川グローバルロジスティクス株式会社は佐川ロジスティクスパート 

       ナーズ株式会社を吸収合併しました。  

 

 

 

ＳＧホールディングス株式会社  佐川アドバンス株式会社  

佐川急便株式会社 ＳＧモータース株式会社 

ＳＧムービング株式会社  ＳＧシステム株式会社  

株式会社ワールドサプライ 佐川フィナンシャル株式会社  

佐川グローバルロジスティクス株式会社  ＳＧフィルダー株式会社 

ＳＧＨグローバル・ジャパン株式会社  ＳＧエキスパート株式会社 

ＳＧリアルティ株式会社  株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部 

ＳＧアセットマックス株式会社  

社 員 総 会 （ 最 高 議 決 機 関 ）  

理 事 会 （ 代 表 機 関 ）  

事 務 局  

８  

理 事 長  

８  

業 務 執 行 理 事  

８  

 監 事 （ 監 督 機 関 ）  
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３ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要  

 

    当法人は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備とし 

    て次のとおりＳＧホールディングス株式会社の内部統制基本方針に基づき、内部 

    統制を有効に機能させるとともに、透明性の高い業務運用について絶えず評価し、 

    必要な改善策を講じつつ一層実効性のある内部統制の体制整備に努めてまいりま 

    す。 

 

 （ 1） 理事並びに従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた 

      めの体制 

 

    ①理事は、社員をはじめとする全てのステークホルダーに対する透明性の高い 

        経営体制の確立に努める。また、理事及び従業員の職務の執行が法令、定款  

        に適合し、かつ効率的に行われることを確保する。 

 

    ②当法人は、理事及び従業員が法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業  

        風土を構築するため、次の事項に取組む。 

 

  イ. コンプライアンス体制の継続的改善を推進する。 

  ロ. ＳＧＨグループの「行動憲章」に基づき、法令及び定款を遵守し、高い 

   倫理観をもって事業活動に取組む。 

  ハ. ＳＧＨグループの「倫理・行動規範」を理事及び従業員の行動指針とす 

   る。 

  ニ．細則等の整備状況を絶えず評価し、継続的に見直しを行う。  

 

    ③当法人は、法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を図るため、内部通 

        報制度としてＳＧＨグループの｢コンプライアンス・ホットライン」を活用す 

    るとともに通報者を保護し、情報収集を行い、是正、改善の必要があるとき 

    には速やかに適切な措置をとる。 

 

   ④当法人は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力を排除していくことが社 

    会共通の重要課題であることを認識し、社会的責任ある法人として、反社会  

    的勢力の排除に関し、次のとおり定める。 

    

    イ. 反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。  

    ロ．反社会的勢力からの不当要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行わ 

      ない。 
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    ハ．反社会的勢力に対しては、ＳＧホールディングス株式会社や外部専門機 

      関と連携の上、組織的かつ法的に対応し、理事及び従業員の安全確保を 

            最優先する。 

 

（2） 理事の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

    ①当法人は、社員総会、理事会等の重要な会議の議事録を法令及び関連諸細則 

        に従い作成し、適切に保存・保管する。 

 

    ②当法人は、経営及び業務執行に関する重要な情報・決定事項、社内通達等を、  

        関連細則に従い適切に保存・管理する。 

 

    ③上記①及び②の情報は適時閲覧可能な状態を維持する。 

 

（3） 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

    ①理事は、理事会において定められた組織機構、職務権限に基づき、職務を執 

        行し、理事会は、理事の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう執行状況 

        を監督する。 

 

    ②当法人は、理事の間で経営課題を検討し、理事及び監事による重要な経営情 

        報を共有するための会議を適時開催し、理事会における効率的な経営の意思 

        決定を行う。 

 

（4） 理事及び従業員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関す

る体制 

 

    ①理事及び従業員は、監事に対して法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報 

        告する。 

    

        イ．当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 

     ロ．内部通報制度による通報の状況 

     ハ．その他監事から報告を求められた業務執行に関する事項  

 

    ②当法人は、理事や従業員が、内部通報制度に基づく通報や監事に報告を行っ 

        たことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、適切に対応する。  
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（5）ＳＧＨグループにおける業務の適正を確保するための体制 

 

     当法人は、ＳＧＨグループの「行動憲章」及び「倫理・行動規範」により、 

   共通の行動指針を遵守することを徹底する。 

 

（6） その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

    ①監事は、法令等に定められた権限を行使し、理事の業務執行の適法性、妥当 

        性、効率性について監査を実施する。 

 

    ②監事は、その職務の遂行にあたり必要と認めるときは弁護士、公認会計士、 

        コンサルタントその他の外部専門家を任用する。 

 

    ③監事は、理事会に出席するほか、必要に応じて重要な社内会議に出席する。 

 

    ④監事は、代表理事と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・ 

        意見交換を行う。 

 

  ⑤当法人は、監事が職務の執行について生じる費用又は債務を請求したときは、    

    当該監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これを負担す 

    る。 

 

（7） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

    当法人は、法令及び定款に基づき、関連諸細則を整備し、理事会その他の会 

      議を通じ監事等への情報開示等各施策に取組むとともに、運用状況について、 

理事会にその内容を報告いたしました。また今後は、運用状況の不備や判明し 

た問題点につきまして、必要な改善策を講じるとともに、運営環境の変化等に 

対応して見直しを行い、より実効性のある内部統制の構築・運用を図ってまい 

ります。 

 

４ 会社の支配に関する基本方針 

  該当事項はありません。 

 

 

  本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。 

  また、比率は、表示単位未満を四捨五入しております。 
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附属明細書 

  １  理事及び監事についての兼務の状況（2020年３月31日現在）  

役 員 氏 名 兼務する他の会社等 兼務の内容 

理 事 中 島 俊 一 ＳＧリアルティ株式会社 取締役 

理 事 山 本 竜 彦 
佐川ヒューモニー株式会社 

ＳＧエキスパート株式会社 

取締役 

取締役 

監 事 新 本 朋 斉 
佐川グローバルロジスティクス株式会社 

ＳＧＨグローバル・ジャパン株式会社 

取締役 

取締役 

監 事 高 橋  聡 佐川フィナンシャル株式会社 取締役 

 （注）上記のほか、事業報告「２  役員に関する事項」に記載のとおりです。  
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